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平成２０年度環境省重点施策 
～環境立国・日本の創造・発信～ 

＜はじめに＞ 

 

○平成 20 年度は、京都議定書の第一約束期間（2008 年～2012 年）がいよいよ始まるなど我々人

類にとって大きな節目の年です。地球という大きな生態系の一部として、自然と共生し、人間社

会における炭素も含めた物質循環を健全なものとし、健やかで豊かな生活を確保する持続可能な

社会経済システムの構築に向けた本格的な取組が始まります。 
 
○こうした人類史を画する時期に、我が国はＧ８サミットの議長国となり、人類の新しい歴史を先

頭に立って切り開いていく役割を担うことになりました。 
 
○このため、「２１世紀環境立国戦略」（平成19年６月１日閣議決定）に基づき、「低炭素社会」、「自

然共生社会」及び「循環型社会」の構築に向けた統合的な取組を、世界から地域まで広い視野の

下に、 強力に展開します。また、我が国の環境技術、公害克服の経験と智慧、豊富な人材を活か

して、「環境立国」を日本モデルとして創造し、アジアそして世界への発信に努めます。さらに、

Ｇ８環境大臣会合を開催し、北海道洞爺湖サミットにおける議論に貢献します。 
 
○地球温暖化問題については、京都議定書６％削減約束を確実に達成するため、平成 19 年度中に

「京都議定書目標達成計画」を見直し、地球温暖化対策の推進に関する法律の見直し等により、

業務・家庭部門を始めとするあらゆる分野で温暖化対策を加速します。また、中長期的な観点も

踏まえ、国民全体が総力を挙げて温室効果ガスを削減するよう、ライフスタイル及びビジネスス

タイルの変革を促す取組を強化します。 
2013年以降の国際的な枠組みについては、気候変動枠組条約締約国会合（COP13）（インドネ

シア・バリ）において決定された「バリ・ロードマップ」に沿って交渉を進め、2009年までに合

意を得ることとされました。世界全体で削減に取り組む実効的な枠組みの構築に向け、北海道洞

爺湖サミットを始めとするあらゆる機会において国際的な議論をリードするとともに、温暖化対

策と公害対策等を一体的に進めるコベネフィット対策を進めます。 
これらを踏まえ、「2050年半減」の長期目標の実現に向けた低炭素社会づくりを推進します。 

 
○生物多様性の保全及び持続可能な利用に関して、2007年11月に閣議決定された「第三次生物多

様性国家戦略」に基づき、国民的な関心を呼び起こしつつ多面的に対策を展開します。また、2010
年の生物多様性条約第 10 回締約国会議を開催すべく、我が国が立候補していることを踏まえ、

生物多様性分野の主要な議論をリードするとともに、各国や民間との連携を強化します。 
 
○３Ｒを通じた循環型社会の構築に向けては、平成 19 年度の「循環型社会形成推進基本計画」の

見直し・改訂を踏まえ、適正処理の推進と不法投棄の防止を大前提に、地域社会から国際社会ま

での適正な資源循環の確保を図り、我が国がＧ８の先頭に立って内外の３Ｒの推進に取り組みま

す。 
 
○経済発展著しいアジアにおいて環境保全・脱公害の取組を進め、持続可能な発展に向けた環境国

際協力を展開します。さらに、環境の智慧や技術を育む地域や社会づくりを進めるとともに大気・

水・土壌環境対策や化学物質対策など安全を確保できる生活環境行政を推進します。また、水俣

病対策や石綿健康被害対策を着実に進めるとともに沿道等の局地的大気汚染による健康影響の調

査研究や小児環境保健疫学調査を進めます。 
 
○以上により、アジアそして世界の発展と繁栄に貢献する「環境立国・日本」を創造・発信します。 



 平成２０年度環境省重点施策 
～環境立国・日本の創造・発信～ 

１．低炭素社会づくりへの取組本格化 

○京都議定書６％削減約束の確実な達成 

○世界全体の一層実効ある取組を引き出す新たな枠組みづくり 

○北海道洞爺湖サミット及び G8 環境大臣会合における日本のｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞの発揮 

○温暖化対策と公害対策を一体的に進めるｺﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ対策による国際協力 

○「2050 年半減」に向けた低炭素社会づくり 

  

２．生物多様性保全を通じた自然共生社会づくり

○生物多様性への国民の理解と保全活動の促進 

○里山の保全・再生等人と自然が創るよりよい関係

○国立公園等の重要地域の保全 

○生物多様性条約第 10 回締約国会議(COP10)に向

けたﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの発揮 

３．３R を通じた持続可能な資源循環 

○循環型の地域づくり=「地域循環圏」の推進 

○3R ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ推進によるアジアを中心とした循

環型社会構築 

○適正処理と不法投棄対策 

○浄化槽の普及促進 

４．アジアの環境保全・脱公害に向けた国際連

携・協力の強化 

○酸性雨や光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ等の越境汚染対策 

○中国、アジアにおける水環境協力等の展開 

○日本の智慧と技術を活かした国際協力  

５．環境から拓く経済成長と地域活性化の道筋 

○環境技術開発と経済のｸﾞﾘｰﾝ化 

○自然の恵みを活かした地域づくり 

○環境を感じ、考え、行動する人づくり 

６．安全を確保できる生活環境行政の推進 

 ○大気・水・土壌環境保全対策  ○総合的な化学物質環境対策 

○水俣病を始めとする公害健康被害対策 ○石綿健康被害対策 ○毒ガス弾等による被害の未然防止 

「２１世紀環境立国戦略」（平成 19 年６月１日 閣議決定） 

自然との共生

を図る智慧と

伝統を現代に

活用 

車の両輪とし

て進める環境

保全と経済成

長・地域活性化

アジア、そして

世界とともに

発展する日本 

第三次生物多様性国家戦略

（Ｈ19 年 11 月策定） 

新循環型社会形成推

進基本計画(H19 年度

中策定予定) 

「新京都議定書目標達成計画(H19 年度中策定予定)」 

地方自治体                       NGO/NPO 
産業界                      国民 等  

参加と協働  

持続可能な社会に向けた統合的取組の展開 
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